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はじめに 
 

アレルギー疾患を有する者が多数存在すること、アレルギー疾患には急激な症状の悪化を繰り

返し生じさせるものがあること、アレルギー疾患を有する者の生活の質が著しく損なわれる場合

が多いことなどから、学校においては家庭と医療機関等と連携を図りながら、適切な教育的配慮を

するよう努めていく必要があります。 

アレルギー疾患の対応をめぐる動きとして、国においては、平成 26年６月に「アレルギー疾患

対策基本法」が成立し、平成 29年３月に「アレルギー疾患対策の推進に関する基本的な指針（以

下、「基本指針」という。）」が策定されました。この基本指針の中で、財団法人日本学校保健会

（当時）が作成した「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン（以下、「ガイドライ

ン」という。）」及び文部科学省が作成した「学校給食における食物アレルギー対応指針」等を周

知し、実践を促すとともに、教職員等に対するアレルギー疾患の正しい知識の習得や実践的な研修

の機会の確保、アレルギー疾患の正しい知識の啓発に努めることなどが示されました。なお、ガイ

ドラインについては、作成から 10年が経過した令和２年３月に改訂されました。 

岩手県教育委員会においては、基本方針やガイドライン等を踏まえ、平成 27年３月に「学校に

おけるアレルギー疾患対応指針」を策定し、平成 30年２月には学校での具体的な留意事項等の追

加・修正等を行い改訂しています。今般、ガイドラインの改訂等を受け、再度改訂することとしま

した。 

今回の改訂にあたっては、更なるアレルギー疾患対応体制の充実と事故防止に役立てるため、す

べての事故及びヒヤリハット事例の報告について、県教育委員会及び市町村教育委員会の役割を

改めてフロー図等により明示しています。 

アレルギー疾患のある児童生徒が、安全・安心な学校生活を送ることができるよう、学校での対

応推進体制、児童生徒への対応や学校での必要な取組を示した本指針を、各市町村教育委員会関係

者、教職員、保護者等多くの皆様に活用していただき、共通の理解と認識のもと更なる取組の充実

が図られるようお願いいたします。 

 

 

 

＜本指針で使用する用語について＞ 

 以下のとおり、用語を略称により表記します。 

略称 正式名称 

ガイドライン 「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン」＜令和元年度改訂＞ 

（公益財団法人 日本学校保健会） 

学校給食対応指針 「学校給食における食物アレルギー対応指針」＜平成 27年３月＞ 

（文部科学省） 

管理指導表 「学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）」 

エピペン®、エピペン®

練習用トレーナー 

アドレナリン自己注射薬及び練習器具 
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学校におけるアレルギー疾患対応の三つの柱 

 

■アレルギー疾患の理解と正確な情報の把握・共有 

・「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン」、

特に「学校生活管理指導表（医師の診断）」活用の徹底 

 

■日常の取組と事故予防 

・「学校生活管理指導表」の「学校生活上の留意点」を踏まえ

た日常の取組 

・組織対応による事故予防 

 

■緊急時の対応 

・研修会・訓練等の実施 

・体制の整備 
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アレルギー疾患とは 
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食物アレルギーに関連する食品表示に関する調査研究事業報告書（令和 6年9月消費者庁）による

と、クルミが原因食物である割合が最も高かったのは７～17歳群で、前回調査と比較して０歳群以外の

年齢群で著しく増加していた。カシューナッツは３～６歳群で第６位、７～17歳群で第７位であり、ク

ルミほどの増加率ではないが、幼児期以降で増加傾向であった。一方、小麦、果実類及び甲殻類の割合

は前回と比べ大きく変化していなかった。 

初発の原因食物については、前回調査と比較して幼児期、学童期ともに初発例におけるクルミとカシ

ューナッツの割合が著しく増加していた。 

誤食例においても、クルミとカシューナッツの増加が認められた。前回調査では、学童期まで鶏卵と

牛乳が上位２品目を占めており、加齢に伴う大きな変化を認められなかったが、今回の調査ではクルミ

とカシューナッツの合計が３～６歳群で24.6％、７～17歳群で20.6％（カシューナッツは表外で

4.5％）であった。 

誤食例の中で“表示ミス”による健康被害は6.4％であり、食品表示法で食物アレルギー表示が管理さ

れているにもかかわらず、“表示ミス”による誤食は経年的に減少していないことから、違反事例及び

自主回収事例に関する情報や行政による監視の結果に関する情報の収集に引き続き努める必要がある。

さらに、収集した情報をもとに“表示ミス”を防ぐための対策について情報提供する等、新たな対策を

実施する必要があると考える。また、食物アレルギー患者や家族、学校等の栄養士がアレルギー表示を

正しく理解し、安全に食品を購入できるように医師や管理栄養士等への啓発についても引き続き必要で

ある。 

引用：食物アレルギーに関連する食品表示に関する調査研究事業報告書（令和６年度９月 消費者庁） 

 アレルギー疾患の定義 

「アレルギー疾患」とは、気管支ぜん息、アトピー性皮膚炎、アレルギー性鼻炎、

アレルギー性結膜炎、花粉症、食物アレルギーその他アレルゲンに起因する免疫反応

による人の生体に有害な局所的又は全身的反応に係る疾患であって政令で定めるもの

をいう。 

出典：アレルギー疾患対策基本法（平成二十六年法律第九十八号）第二条 

 

■主なアレルギー疾患 

・食物アレルギー・アナフィラキシー  

・気管支ぜん息 

・アトピー性皮膚炎 

・アレルギー性結膜炎 

・アレルギー性鼻炎 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：ガイドライン 第２章 疾患各論 

https://www.gakkohoken.jp/books/archives/226 

https://www.gakkohoken.jp/books/archives/226


- 4 - 

 

 

 

 

 

 

 

学校生活編 
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1 アレルギー疾患の対応推進体制 

学校設置者において、アレルギー疾患のある児童生徒の把握、アレルギーに関する相談

体制の整備、消防機関等との連携、研修会の実施等、学校がアレルギー疾患のある児童生

徒に対する取組を進めるための体制を整備する必要がある。 

学校においては、アレルギー疾患のある児童生徒に対する取組を進めていくために、保

護者や主治医、学校関係者が十分に話し合い、個々の児童生徒の情報を的確に把握し、健

康管理や配慮を要する事柄について、教職員全員が情報を共有しておくことが大切であ

る。 

緊急時に備え、教職員の誰もが予期せぬ場面で起きたアナフィラキシーに対して適切に

対応できるように、校長のリーダーシップのもと、校内外の体制を整備する必要がある。 

 

■アレルギー疾患に対応する連携のながれ 
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■アレルギー対応委員会の設置と学校全体の組織的な取組  

校長を責任者とし、関係者で組織するアレルギー対応委員会を校内に設置する。対応

委員会では、校内の児童生徒のアレルギー疾患に関する情報を把握し、日常の取組と事

故予防、緊急時の対応について協議し情報を共有する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※関係職員には、共同調理場、放課後児童クラブ等の職員を含む。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消防機関 

対応への 
助言・支援 共有 

 副
校
長 
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２ アレルギー疾患のある児童生徒に対する取組の流れ 

アレルギー疾患のある児童生徒に対する取組の流れ（小学校入学を契機としたモデル

例）を下に示す。 

保護者、主治医、教職員等関係者の共通理解のもと、アレルギー疾患のある児童生徒の

把握から取組プランに基づいた取組までを円滑に進めるとともに、対応の見直しや評価を

随時行い、改善していくことが大切である。 

 

 

※ 保護者から、除去解除の申し出があった場合は、取組プランの修正を行い、全教

職員で情報共有を図る。 

 

参考：ガイドライン 
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３ アレルギー疾患のある児童生徒の把握方法（例） 

アレルギー疾患のある児童生徒に対する取組は、入学又は在学中にアレルギー疾患が

明らかになった時点から始まる。入学説明会での保護者からの申し出や就学時健康診

断、あるいは保健調査票や健康相談等から、学校で対応が必要な児童生徒を把握し、早

期に取組を実施することが大切である。また、転入時も同様の対応が必要であることを

留意する。 

 

（１）入学予定及び転入予定の児童生徒 

＜市町村教育委員会＞ 

・市町村教育委員会は、入学予定及び転入予定の保護者からの相談や就学時健康診断

等から、アレルギー疾患の状況、対応などを把握する。保護者の了解のもと学校に

対し情報提供を行う。 

 

＜学校＞ 

・入学予定及び転入予定者やその保護者に対し、アレルギー疾患に対する配慮・管理

が必要と思われる場合は申し出るよう依頼する。  

・保護者の了解のもと、出身校（園）との引継ぎを行う。  

 

（２）在学中の児童生徒  

＜市町村教育委員会＞ 

・所管する各校のアレルギー疾患のある児童生徒の在籍状況を把握する。  

 

＜学校＞ 

・在学中の児童生徒の保護者に、アレルギー疾患のある児童生徒に対する取組につい

て相談を受け付ける旨の通知を配布する。  

・保健調査票、健康診断、健康相談等でアレルギー疾患のある児童生徒を把握する。  

 

（３）進学及び転出時の引き継ぎ  

・進学及び転出時には、最新の管理指導表、取組プラン等を保護者に配布し、進学・

転出先に提出できるよう準備する。ただし、進学・転出先への提出は保護者の判断

による。 

・なお、進学先・選出先の施設・設備等の理由により、同様の対応ができない場合も

ある旨を伝えるなど、保護者に配慮する。  
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４ 学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）について 

アレルギー疾患のある児童生徒に対する取組を進めるためには、個々の児童生徒等につ

いて症状等の特徴を正しく把握することが前提となる。 

主治医・学校医に個々のアレルギー疾患に関する情報を記載してもらう管理指導表は、

学校において医師の診断に基づいた対応を行うために保護者に提出を求める。 

 

 

 

■留意事項  

・緊急時の対応に備え、管理指導表の内容については教職員全員で共通理解しておく。  

学校は、以下の事項について保護者または児童生徒等本人に書面で説明し、事前に同

意を得ておくこと。 

① 管理指導表による保護者からの情報提供の目的が、該当する児童生徒への日常の

取組及び緊急時の対応に役立てることであること。  

② 提供された情報を全教職員及び関係機関等で共有すること。  

①、②とあわせて管理指導表をどのように管理するのかを説明すること。  

 

  

出典：ガイドライン 
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（１）管理指導表の活用について 

 

（２）保護者の同意欄について 

管理指導表の裏面には、「学校における日常の取組及び緊急時の対応に活用するた

め、本票に記載された内容を学校の全教職員及び関係機関等で共有することに同意し

ます。」という欄が設けられているので、本欄を用いて、保護者の意思を確認するこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：ガイドライン 

※  ②について、アレルギー疾患のうちアナフィラキシー及び食物アレルギー（保険医療機関が交付

する生活管理指導表のアナフィラキシーありに該当する患者若しくは食物アレルギーあり（除去根

拠のうち、食物経口負荷試験陽性又は明らかな症状の既往及び IgE 抗体等検査結果陽性に該当する

者に限る。））に該当する患者に係る管理指導表の医療機関による記載については、令和４年度診療

報酬改定により、診療情報提供として保険適用となりました。  

 ただし、主治医と学校医が同一の場合は診療情報の提供の対象とならないため、当該児童生徒等

が通学する学校名を管理指導表等により医療機関に伝える必要があります。  

 なお、詳細については本指針 P94（令和４年４月１日付け文部科学省通知）を参照してください。 
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（３）緊急時連絡先について 

食物アレルギー・アナフィラキシー、気管支ぜん息が「あり」の場合、緊急の対応

が必要になることもあるため、必要と考えられる児童生徒等に関して、「緊急時連絡

先」欄の医療機関部分に医師が連絡先を記入する。「緊急連絡先」欄の医療機関は、

アナフィラキシーや重症のぜん息発作等が起こった場合の緊急時の連絡先として、

地域の救急医療機関等を記入することを考える。  

医師が記入する際、必要に応じて保護者、または学校と相談し記入する。  

 

 

 

 

 

 

 

（４）活用終了時 

対応の必要がなくなった場合や対象の児童生徒が卒業・転出する場合は、管理指導

表を保護者に返却する。その際には、管理指導表により学校での管理を依頼していた

ことを、進学先もしくは転入先に伝えるよう保護者に依頼する。  

 

【ガイドライン 学校生活管理指導表 活用のしおり（保護者用、主治医用、教職員用）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：学校保健ポータルサイト アレルギー疾患関連ページ 

https://www.gakkohoken.jp/themes/archives/101 

https://www.gakkohoken.jp/themes/archives/101
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５ 保護者との面談 

管理指導表の提出を受けて、保護者との面談の場を設定する。対象児童生徒のアレルギ

ーについて正確な情報を伝えていただくよう保護者に依頼するとともに、保護者の悩みや

不安を十分に理解することが大切である。  

その上で、保護者からの情報を活かした取組プランを作成し、学校での対応について保

護者の理解と協力を得るよう努める。 

 

（１）面談者及び面談時期  

面談者 ：管理職、学年主任（学年代表）、学級担任、養護教諭、  

       栄養教諭（学校栄養職員等）等 

  面談時期：取組プラン作成後 

       また、必要に応じ随時、保護者との面談の機会を設ける。  

 

（２）面談の内容（例）  

・基本的な情報の確認  

管理指導表をもとに、アレルゲン、症状、家庭での対応等の状況を把握する。具体

的な連絡先や連絡方法を確認する。  

・家庭・主治医との連携  

症状等に変化があった場合や学校での状況等について連絡を取り合い、学校と家庭、

主治医の間で共通理解を図ることについて、理解と協力を得る。  

・児童生徒の理解度の確認  

アレルギー疾患や緊急時に備えた処方薬等に対する児童生徒自身の理解度を確認

する。 

・学校生活での対応  

学校生活の様々な場面での具体的な状況を想定し、対応を確認する。学校で「対応

できる内容」「対応できない内容」について正確に伝え、保護者の理解と協力を得

る。周りの児童生徒への指導事項を確認する。  

・緊急時の対応  

緊急時に備えた処方薬に関する学校での対応について理解と協力を得る。必要時は

文書で確認を取る。「エピペン○R」を処方されている児童生徒については、保護者の

同意を得たうえで、消防機関に情報を提供する。学校と関係機関との連携体制をつ

くることについて理解を得るよう努める。  

・学校給食  

学校給食の対応について保護者の理解と協力を得る。  

・取組プラン 

取組プランの内容を保護者とともに確認する。  
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６ アレルギー対応委員会の設置 

アレルギー疾患のある児童生徒の健康管理や対応について検討し、取組プランの作成等

を行うため、委員会を設置する。対応委員会では、校内の児童生徒等のアレルギー疾患に

関する情報を把握し、日常の取組と事故予防、緊急時の対応について協議し情報を共有す

る。 

（１）アレルギー対応委員会の役割 

・基本方針を決定する。  

・アレルギー疾患のある児童生徒の健康管理や対応について検討する。  

・取組プランを作成する。  

・校内外の支援体制や救急体制を整備する。  

・教職員全員の共通理解を図る。 

・校内研修を実施する。  

・取組を評価･検討し、取組プランの改善を行う。 

 

（２）アレルギー対応委員会の開催 

・年度初めに開催する。食物アレルギーのため給食等の対応が必要な場合には、入学

前に開催する。 

・アレルギー疾患のある児童生徒が新たに判明し、緊急を要する場合には、その都度

開催する。 

・校外行事・宿泊を伴う行事の前など、状況に応じて開催する。  

・健康管理や配慮事項に変更がない場合でも、適切に対応が行われているか点検・評

価を行うため学期毎や年度末等に開催する。  

 

（３）構成（例）【委員構成例と主たる役割例】  

◎委員長  校長  対応の総括責任者  

○委員  副校長等  校長補佐、指示伝達、外部対応  ※校長不在時には代

行  

教務主任・主幹教諭  副校長補佐、校内連絡、指示伝達、外部対応  

養護教諭  実態把握、主治医や学校医との連携、事故防止  

栄養教諭・学校栄養職員等  給食管理・運営の安全管理、事故防止  

保健主事  教務主任、主幹教諭・養護教諭・栄養教諭等の補佐  

給食主任  栄養教諭等の補佐、各学級における給食時間の共通指

導徹底  

関係学級担任・学年主任  安全な給食運営、保護者連携、事故防止  

※各委員は相互に緊密な情報交換並びに連携を図る。  

※必要に応じて、委員会に共同調理場長、教育委員会の担当者、学校医、調理員

の代表、関係保護者、主治医等を加える。  
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（４）教職員等の役割例 

 

 

管理職 ・校長のリーダーシップのもと、アレルギー疾患のある児童生徒に対応するための組織が有効

に機能するよう、校内外の体制を整備し、関係機関との連携を図る。 

・取組プランの最終決定および共通理解を図る。 

・保護者との面談の際、基本的な考え方を説明する。 

保健主事・

保健担当者 

 

・アレルギー疾患のある児童生徒に組織的に対応するための連絡調整を行うとともに、アレル

ギー疾患のある児童生徒の活動と学校全体との活動の調整や、関係機関との連携を図る。 

・取組プランの作成に当たって、取りまとめや意見の調整を行う。 

学年主任・

学級担任等 

 

・関係職員と連携し、取組プランを作成する。 

・保護者との面談等により、アレルギー疾患のある児童生徒の情報を的確に把握する。 

・アレルギー疾患のある児童生徒が安全安心な学校生活を送ることができるよう配慮する。 

・日常の健康観察から異常の早期発見・早期対応に努める。 

・養護教諭や栄養教諭等と連携し、本人や周りの児童生徒への保健指導や健康相談を行う。 

給食主任・ 

給食担当者 

・関係職員と連携し、取組プランを作成する。 

・食物アレルギーのある児童生徒の実態を把握し、教職員の共通理解を図る。 

・担任や養護教諭、栄養教諭等と連携し、本人への指導や周りの児童生徒へ指導を行う。 

・共同料理場との連絡調整を行う。 

養護教諭 ・関係職員と連携し、取組プランを作成する。 

・保護者との面談等により、アレルギー疾患のある児童生徒の情報を的確に把握する。 

・担任等と連携して本人や周りの児童生徒への保健指導や健康相談、保健管理を行う。 

・主治医、学校医等、医療機関との連携の上での中核的な役割を果たす。 

・学級担任等と連携し、異常の早期発見、早期対応に努める。 

・アレルギー疾患に関する医学的な情報を教職員等に提供する。 

栄養教諭・

学校栄養職

員等 

・担任等と連携し取組プランを作成する。 

・保護者との面談等により、アレルギー疾患のある児童生徒の情報を的確に把握する。 

・食物アレルギーを有する児童生徒の状況を踏まえ、安全性に配慮した献立作成を行う。 

・担任や養護教諭等と連携し、本人や周りの児童生徒へ指導や相談を行う。 

・安全な給食の管理、運営をする。 

調理従事者 ・使用する食品及び加工品に使用されている原材料等を、栄養教諭等とともに、事前に確認す

る。 

・給食に使用する食品を適切に検収し保管する。 

・作業工程、作業動線について的確に把握し、混入事故や誤調理が無いよう作業する。 

共同調理場

長 

・受配校との連絡調整を行う。アレルギー対応委員会の内容について、共同調理場職員の共通

理解を図る。 

学校医 

学校歯科医 

学校薬剤師 

・医学的な知見から学校を支援し、学校と地域の医療機関とのつなぎ役になる。 

・健康診断等からアレルギー疾患のある児童生徒の発見に努める。 

・専門的な立場から健康相談や保健指導を行う。 

・アレルギーに関する研修会での講義や指導助言等を行う。 
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７ アレルギー疾患のある児童生徒の取組プランの作成 

取組プランは、学校での取組を進めるための基礎となるものである。  

児童生徒個々のアレルギーの状態や健康管理、緊急時の対応体制等について教職員全員

で共通理解を図るために、アレルギー対応委員会において取組プランを作成する。 

 

（１）取組プランについて  

■対象 

・学校において、何らかの対応を必要とするアレルギー疾患のある児童生徒につい

て個別に作成する。 

■内容 

①アレルギー疾患のある児童生徒への取組に対する学校の考え方  

②取組実践までのながれ  

③緊急時の対応体制 

④個人情報の管理及び教職員の役割分担  

⑤具体的取組内容（個々の児童生徒で異なる内容） 

・上記の①～④は学校ごとに決定される内容、⑤は管理指導表に基づき個々の児童生

徒ごとに作成される内容。  

 

■取組プランの周知 

・アレルギー対応委員会で作成した取組プランを保護者に示し、確認を得る。  

・取組プランは、職員会議等で共通理解を図る。  

 

（２）取組プラン作成に必要なもの（例）  

・学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）  

・主治医・保護者への依頼文書  

・保健調査票 

・アレルギー疾患に関する調査票（参考様式２）  
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８ 学校生活での対応について 

アレルギー疾患のある児童生徒が健康で安全な環境で活動できるよう、学校生活全体を

通して、アレルギーの症状を誘発したり悪化させたりする原因がないか、学年主任（学年

代表）・学級担任・教科担任等が中心となって検討する。特に食物アレルギーについては、

給食や昼食時間だけでなく、食物や教材を扱う学校行事や学習活動等（家庭科・生活科・

理科・特別活動・総合的な学習（探究）の時間、部活動等）での対応について配慮が必要

である。 

 

■アレルギー疾患と関連の深い学校での活動  ○：注意を要する活動  △：時に注意を要する活動  

学校での活動 
食物ｱﾚﾙｷﾞ  ー

ｱﾅﾌｨﾗｷｼ  ー

気管支 

ぜん息 

アトピー性 

皮膚炎 

アレルギー性 

結膜炎 

アレルギー性 

鼻炎 

１．動物との接触を伴う活動  ○ ○ ○ ○ 

２．ダニ・ホコリの舞う環境での活動  ○ ○ ○ ○ 

３．花粉の舞う環境での活動  ○ ○ ○ ○ 

４．長時間の屋外活動  ○ ○ ○ ○ 

5．運動（体育・クラブ活動等） △ ○ ○ △ △ 

6．プール △ △ ○ ○ △ 

7．給食 ○  △   

8．食物・食材を扱う授業・活動 ○  △   

9．宿泊を伴う校外活動 ○ ○ ○ ○ ○ 

 

 

（１）食に関する学習活動  

家庭科（調理実習）、生活科などの教科、特別活動（学級活動、委員会活動、学校

行事、クラブ活動）、総合的な学習（探究）の時間、部活動等で食品を扱う活動を行

う場合には、食物アレルギーのある児童生徒に影響がないかどうかを事前に検討する。

影響があると考えられる場合には、学年主任（学年代表）、学級担任、教科担任が中

心となり安全を確保し、事前に保護者に連絡し、保護者・本人の了解の上で学習活動

を実施する。 

また、活動を行う該当クラスに食物アレルギーのある児童生徒がいなくても、近く

のクラスに重症の食物アレルギーのある児童生徒がいる場合は、その児童生徒に影響

が及ばないかどうかを十分検討する必要がある。   

 

 

  

出典：ガイドライン 
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（２）注意を要する教材・学習活動等  

生活科や理科、図画工作、美術、学級活動等の教材や教具にアレルゲンが含まれ

る場合には、除去したり代替のものを用意する。  

  ■注意を要する学習活動等（例） 

アレルゲン 配慮すべき教材・教具・学習活動など 

小麦 粘土、うどん・パンづくり体験 

ピーナッツ 豆まき、落花生の栽培 

そば そば打ち体験、そば殻枕 

大豆 豆まき、みそづくり、豆腐づくり 

牛乳 牛乳パックのリサイクル活動（洗浄等） 

 

（３）運動を伴う活動 

ぜん息や食物依存性運動誘発アナフィラキシー、運動誘発アナフィラキシーの児

童生徒は、体育や部活動（運動部）、休憩時間の遊びなど運動により発症すること

があるため、注意が必要である。  

該当する児童生徒がいる場合には、昼食後の運動を伴う活動や時間割に配慮する。 

また、アトピー性皮膚炎の場合、汗をかいた後は身体をよく拭く、水泳の授業の

後は十分シャワーで洗い流す等の指導が必要である。  

 

（４）清掃活動 

ホコリやダニ等がアレルゲンとなる場合は、ホコリが舞う掃き掃除は避ける、ま

たはマスクをつけさせる等の配慮が必要である。  

 

（５）その他 

ウサギやトリなど特定の動物がアレルゲンとなる場合は、飼育係をさせない等の

配慮が必要である。また、昆虫（ハチなど）や医薬品、天然ゴム（ラテックス）な

どのアレルギーの場合は、それらが原因でアナフィラキシーを発症することもある

ため注意が必要である。  
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８－１ 校外活動（宿泊を伴うものを含む） 

 

アレルギー疾患のある児童生徒が、可能な限り他の児童生徒と同様の校外活動

の活動が行えるよう、活動内容や宿泊場所等を検討する。検討した内容について

保護者の理解を得た上で、安全を十分に確保し活動を実施する。  

 

（１）緊急時の対応の確認  

保護者や主治医、学校医等と、宿泊先での緊急時の対応等を十分に協議する。  

・事前に緊急時の連絡体制を整え、教職員・保護者の共通理解を得る。  

・旅行会社等関係機関と連絡体制を確認する。  

・あらかじめ現地の医療機関に協力を要請する。  

・受診時に必要となる情報や、主治医との連絡方法等を確認する。  

・緊急時に使用する医薬品などの持参の有無や管理方法、使用方法などを確認する。 

・医薬品は本人が持参し、原則として本人が自分で管理・使用できるようにする。 

・保護者から個人情報提供に係る了解を得たうえで、宿泊先を管轄する消防機関へ

の情報提供を、事前に行う。 

 

（２）活動内容の検討 

活動内容については、それぞれの疾患に応じて活動内容を検討する必要がある。  

例えば、ぜん息の場合、温度変化、温泉場のガス、煙（キャンプファイヤー、飯ご

う炊さん、花火等）、宿舎内のホコリ等で発作を起こすことがあるので、本人や他の

児童生徒への指導が必要である。  

また、食後の激しい運動（マラソン・登山など）は、食物依存性運動誘発アナフィ

ラキシーを誘発することがあるので注意する。  

 

（３）食事についての確認（食物アレルギーの場合）  

宿泊施設・食事提供施設の食事（原材料）の内容や提供可能なアレルギー対応食な

どを確認する。 

除去食・代替食等の可能な施設でも、詳細献立の提出を求め、双方が確認を行い、

学校、保護者、宿泊施設・食事提供施設が十分な打ち合わせを行うことが望ましい。 
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（４）考えられる対応（例）  

・宿泊場所の選定は、宿泊所の施設設備や緊急時対応（医療機関への搬送等）等を

考慮する。 

・食事の献立や原材料表等を取り寄せ、保護者とともに確認する（加工食品や調味

料、調理方法にも注意する）。 

・自宅からの食事（食材）の持参（レトルト食品等）を検討する。 

・飯ごう炊さんでの食材を検討する。 

・おやつ、飲料を検討する。 

・そば殻枕の有無について確認する。  

・自由行動中の活動や食事の検討をする。 

・事故発生時の対応、旅行会社への情報提供方法等を検討する。 

・飛行機内に「エピペン®」を持ち込む場合には、所持品検査時のトラブルを避ける

ため、機内に持ち込む旨を、予約時に旅行会社や航空会社に連絡しておく。  
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８－２ 学校給食における食物アレルギー対応 

  

 

 

 

 

  

 

 

（１）食物アレルギーに対応した学校給食を実施するための体制づくり  

市町村教育委員会等と学校（アレルギー対応委員会）が主体となり、関係教職員の

共通理解、研修、給食管理の見直し等を進めていくことが必要である。  

 

 

 

             

                

 

 

 

 

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※報告、指導の内容については、P2９「連絡系統図」を参照。 

※対応フローチャートは、ガイドライン P41 を参照。 

 

学校給食における食物アレルギー対応の基本的な考え方は、全ての児童生徒が給

食時間を安全に、かつ、楽しんで過ごせるようにすることである。  

学校給食が原因となるアレルギー症状を発症させないことを前提として、各学

校、調理場の能力や環境に応じて食物アレルギーのある児童生徒の視点に立ったア

レルギー対応給食を提供することを目指して学校給食における食物アレルギー対応

を推進することが望まれる。 

共
同
調
理
場 

学 校 

・
調
理
場
の
基
本
方
針
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
受
配
校
に
提
示
。 

・
共
同
調
理
場
長
が
対
応
の
実
施
を
決
定
。 

教育委員会（学校給食の実施者） 
学校給食の実施者として食物アレルギー対応に主体的に取り組み、基本的な対応方針を示す。 

対応の過程や対応委員会の決定を把握し、指導する。 

保護者との面談 

Ｐ1２参照 

アレルギー対応委員会の設置と開催 

Ｐ1３参照 

対応内容の把握・情報の共有 

校長・共同調理場長は、アレルギー対応委員会の内容を関係教職員・共

同調理場職員と共通理解を図り、具体的な運営方法の調整をする。 

校長は、保護者に対応内容を通知し、必要に応じて対応の詳細な内容を

確認する。 

評価・見直し・個別的な相談指導 

定期的に対応の評価と見直しを行う。栄養教諭等は、学級担任や養護教

諭と連携し、必要に応じて食物アレルギーに関する個別的な相談指導を

行う。 

報告 指導 

支援 
指導 

支援 
報告 

連携 
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（２）対応 

① 学校給食における食物アレルギー対応の大原則  

・食物アレルギーを有する児童生徒にも、給食を提供する。そのためにも、安全性

を最優先とする。 

・食物アレルギー対応委員会等により組織的に行う。  

・「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン」に基づき、医師の診断

により「学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）」の提出を必須とする。  

・安全性確保のため、原因食物の完全除去対応（提供するかしないか）を原則とす

る。 

・学校及び調理場の施設設備、人員等を鑑み、無理な（過度に複雑な）対応は行わ

ない。 

・教育委員会等は食物アレルギー対応について一定の方針を示すとともに、各学校

の取組を支援する。 

 

② 学校給食における原則として押さえるべき項目 

※学校給食における食物アレルギー対応指針（文部科学省）掲載ページを表記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「学校給食における食物アレルギー対応指針」 

食物アレルギー対応委員会 

□ 設置の趣旨、委員構成 

□ 給食対応の基本方針の決定 

□ 面談における確認事項 

□ 対応の決定と周知 

□ 事故等の情報共有と改善策の検討 

□ 委員会の年間計画 

 対応申請の確認から対応開始まで 

□ 対応申請の確認 

□ 対応開始前の面談の実施 

□ 面談調書・個別の取組プラン案の作成 

□ 個別の取組プランの決定と情報共有 

□ 教育委員会等における対応内容の把握 

□ 評価・見直し・個別指導 

 献立の作成と検討 

□ 献立作成における食物アレルギー対応の 

基本的方針作成 

□ 安全性の確保を目的とした学校給食提供 

の考え方 

□ 食品選定のための委員会との連携 

□ 実施献立の共有 

□ 問題への対応を報告する体制の整備 

-１ 給食提供、体制づくり 

□ 食物アレルギー対応を行う児童生徒の情 

報共有 

□ 調理器具・食材の管理 

□ 調理担当者の区別化 

□ 調理作業の区別化 

□ 確認作業の方法、タイミング 

□ 調理場における対応の評価 

 

  -２ 給食提供、調理作業 

□ 実施献立・調理手順等の確認 

□ 対応食の調理手順 

□ 調理済みの食品管理 

□ 適時チェック作業 

□ 実施における問題の報告 

□ 児童生徒や保護者との連携 

教室での対応 

□ 給食の時間における配慮 

□ 食材・食物を扱う活動等 

□ 食物アレルギーを有する児童生徒及び学 

級での指導 

□ 実施における問題の報告 

□ 緊急時対応の確認 

P5，12 

P6，15 

P７、18 P8、23 

P9、26 P10、30 
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③ 給食での対応レベルと作業整備・留意点 
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＜使用する頻度を検討する必要がある食物＞  

ア 特に重篤度の高い原因食物：そば、落花生（ピーナッツ）  

学校給食での提供を極力減らす。提供する際は、使用するねらいを明確にし、使用して

いることが明確な料理や料理名とする。 

イ 特に発症数の多い原因食物：卵・乳・小麦・えび・かに 

・できる限り、１回の給食で複数の料理に同じ原因食物を使用しないよう配慮する。同じ

原因食物の使用は最小限とし、対応を単純化する。  

・同じ原因食物を使用する日を週単位で検討し、一週間の中にその原因食物が使用されな

い日を作るなど考慮する。  

・加工食品は添加物として原因食物が使用されていない食品を選定する等の対応を考慮す

る。  例：練り製品、畜肉製品  

出典：ガイドライン 
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８-３ アレルギー疾患のある児童生徒への指導 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）自己管理能力の育成  

・自分のアレルギーを認識し、理解することから始める。  

・発達段階に応じて、アレルゲンとなる食物を食べる（接触・摂取する）と体に異常

な反応が出ることを理解させるとともに、そのものを口に（接触・摂取）しないよ

うに対応する力を身につけさせる。  

・学校給食では、献立に使用されている食品を調べて、摂取の可否を判断といった自

分の健康状況に応じた摂取の仕方ができるように指導する。  

・友だち等から勧められたときに、きちんと断り、その理由も説明できるように指導

する。 

・緊急時処方薬（内服薬、吸入薬、「エピペン○R」等）について正しく理解し、自己

管理ができるよう発達段階に応じた指導を行う。  

 

（２）保健指導（発症時の対応と体調管理）  

・発症時対応･･･誤って原因となる食品や成分を飲食し、気分が悪くなったりかゆみ

等の症状が出た場合には、直ちに周囲の人に知らせるように指導する。  

・体調管理･･･生活の仕方、ストレスなどが症状に関係する場合には、規則正しい生

活習慣や、ストレスへの対処方法等について指導するとともに、精神的に安定した

学校生活を送ることができるよう配慮を行う。  

 

（３）食に関する指導（個別的な相談指導）  

・食物アレルギーのある児童生徒の成長と発達を正しく評価し、栄養を適切に摂取す

るための食事についてのアドバイスや精神面でのサポート、将来的に食の自己管理

を行うための正しい知識とスキルを身に付けることを主な目的として行う。 

・栄養指導は、アレルギーの症状や発達段階に合わせて、主治医の管理や指導を受け

ながら連携して行う。 

 

 

 

 

 

アレルギー疾患の発症を防ぐには、アレルゲンを避けるよう常に配慮することが

第一の対策となる。 

特に、食物アレルギーでは原因となる食品を食べないようにすることが重要で、

誤食のないよう配慮するとともに、児童生徒自らが食品表示等を参照し、アレルゲ

ンを自分で避けることができる力を身につけることが必要である。そのためには、

保護者を中心に、学校においても児童生徒の理解度や発達段階に応じた保健指導、

栄養指導、生活指導を行い、自己管理能力を育成することが大切である。  
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（４）児童生徒の理解度の確認 

・アレルギー疾患のある児童生徒が、自身の疾患やアレルゲンを避ける方法等につい

てどの程度理解し、実行できているか随時確認し、取組プランの見直しを行う。 

・緊急時に備えた処方薬（内服薬、吸入薬、「エピペン○R」等）を所持している児童

生徒については、管理方法や使用方法等、薬に対する理解度を保護者とともに確認

する。 

 

■参考資料 

「教職員のための子供の健康相談及び保健指導の手引き-令和３年度改訂-」 

（公益財団法人  日本学校保健会） 

   健康相談（例）：食物アレルギーの対応に伴う不安への対応（P30）  

   保健指導（例）：食物アレルギーの対応に関する指導（P73） 

 

 

 

 

 

 

 

「食に関する指導の手引き―第二次改訂版―」（文部科学省）  

第６章 個別的な相談指導の進め方 （P244） 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：教職員のための子供の健康相談及び保健指導の手引き 

出典：食に関する指導の手引き-第二次改訂版- 

https://www.gakkohoken.jp/books/archives/259 

h t t p s : / / w w w . m e x t . g o . j p / a _ m e n u / s p o r t s / s y o k u i k u / 1 2 9 2 9 5 2 . h t m  

https://www.gakkohoken.jp/books/archives/259
https://www.mext.go.jp/a_menu/sports/syokuiku/1292952.htm
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８－４ 他の児童生徒への説明 

 

 

 

 

 

 

 

■指導内容（例） 

・アレルギーという病気の理解。 

・だれにでも起こる可能性がある病気であること。 

・食物アレルギーは単なる好き嫌いや偏食とは異なり、他の人には何でもない食品

が、人によっては生命の危険にかかわることがあること。 

・対象児童生徒の症状や原因物質、周囲の人たちの協力について。 

・緊急時に備えた処方薬等、薬の正しい理解と協力について。 

・遠足でのおやつ交換等は安易に行わないこと。 

 

※アレルギー疾患についての様々な啓発資料  

「アレルギーポータル アレルギーの本棚」日本アレルギー学会/厚生労働省 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「日本学校保健会刊行物 デジタルアーカイブ」 公益財団法人 日本学校保健会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：アレルギーポータル アレルギーの本棚 

出典：日本学校保健会刊行物デジタルアーカイブ 

アレルギー疾患のある児童生徒への取組を進めるにあたっては、他の児童生徒

からの理解を得ながら進めていくことが重要である。  

その際、他の児童生徒に対してどのような説明をするかは、他の児童生徒の発

達段階などを総合的に判断し、当事者である児童生徒及び保護者の意向も踏まえ

て決定すること。 

https://allergyportal.jp/bookend

/ 

 

https://www.gakkohoken.jp/book

s/archives/tag/%E3%82%A2%E3%83

%AC%E3%83%AB%E3%82%AE%E3%83%BC

/page:2 

https://allergyportal.jp/bookend/
https://allergyportal.jp/bookend/
https://www.gakkohoken.jp/books/archives/tag/%E3%82%A2%E3%83%AC%E3%83%AB%E3%82%AE%E3%83%BC/page:2
https://www.gakkohoken.jp/books/archives/tag/%E3%82%A2%E3%83%AC%E3%83%AB%E3%82%AE%E3%83%BC/page:2
https://www.gakkohoken.jp/books/archives/tag/%E3%82%A2%E3%83%AC%E3%83%AB%E3%82%AE%E3%83%BC/page:2
https://www.gakkohoken.jp/books/archives/tag/%E3%82%A2%E3%83%AC%E3%83%AB%E3%82%AE%E3%83%BC/page:2
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９ 校内研修 

全教職員がアレルギー疾患やアナフィラキシーの正しい知識を持ち、緊急時に備え

て、全教職員が継続的に学ぶ必要がある。学校において、校内全体で定期的な研修と訓

練を継続して行う。 

 

（１）校内研修 

学校における研修には、全教職員が参加して対応可能な知識と技術の習得を目指す。

緊急時の「エピペン○R」の使用の徹底、心肺蘇生法・ＡＥＤ等の適切な救急処置の実施

に向け、より実践的な訓練が必要となる。  

なお、研修を行うに当たっては、文部科学省が作成した「アレルギー疾患対応資料

（DVD）映像資料及び研修資料」などを活用することが考えられる。  

 

※文部科学省  

学校給食における食物アレルギー対応について  

http://www.mext.go.jp/a_menu/sports/syokuiku/1355536.htm  

 

 

映像資料・研修資料  

https://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/hoken/1355828.htm 

 

※（公財）日本学校保健会   

学校保健ポータルサイト  

https://www.gakkohoken.jp/themes/archives/101 

 

 

（２）研修時期 

年度初め（学校給食を実施している場合は給食開始まで）には必ず教職員全員の

共通理解を図る。 

また、児童生徒の状況が変わった時やヒヤリハット事例があった時は、必ずアレ

ルギー対応委員会等に報告し、教職員全員で共通理解を図る。（アレルギー対応委

員会等は、市町村教育委員会等に報告する）  

校外行事や宿泊を伴う行事の前など必要に応じて研修を行う。  

 

 

 

 

 

 

【保健体育課によるエピペン®練習用トレーナーの貸し出しについて】  

県教育委員会事務局保健体育課では、エピペン®練習用トレーナーを随時貸し出し

しております。貸し出し希望の際は、保健体育課へご連絡ください。  

http://www.mext.go.jp/a_menu/sports/syokuiku/1355536.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/hoken/1355828.htm
https://www.gakkohoken.jp/themes/archives/101
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10 
情報共有による体制整備の充実と事故防止 

（事故及びヒヤリハット事例の報告） 

学校は、すべての事故及びヒヤリハット事例について、状況や問題となった原因、改善

方法について情報を共有し、アレルギー対応委員会で対策を検討して事故予防の徹底に努

めることが重要である。  

市町村教育員会は、その詳細と改善策の報告を学校に求め、集約し、改善策と共に所管

内に周知を図り、事故防止に努めることが重要である。  

県教育委員会は、すべての事故及びヒヤリハット事例の報告を市町村教育委員会及び県

立学校に求め、集約し、個人情報の取扱いに配慮した上で、市町村教育委員会及び県立学

校にフィードバックし、更なる体制整備の充実と事故防止に努める。  

 

 

 

 

 

 

 

【ヒヤリハット事例の報告・共有の必要性】  

 情報共有し、対策を講じていくことが、重大事故の防止につながる。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【学校におけるヒヤリハット事例の扱い】  

アレルギー疾患を有する児童生徒が安全・安心な学校生活を送るためにヒヤリハット事例

を活用することが重要であり、報告した教職員が責任を問われることはない。それぞれの事例

を個人の問題としてではなく、組織の問題として捉え、かつ、ヒヤリハット事例を共有するこ

とで、重大事故の防止に役立てる。  

学校管理下にて、ヒヤリとしたり、ハッとしたりする出来事が発生した。 

ヒヤリハット事例として報告した。 

事例の問題点・原因を分析し、校内で

情報を共有した。 

事故が発生しやすい状況を再確認で

き、危機管理意識が向上した。 

ヒヤリとしたり、ハッとしたりする

同じような出来事を未然に防止する

ことができた。 

事故にならなかったので、何もしな

かった。 

再び、ヒヤリとしたり、ハッとしたり

する出来事が起きてしまった。 

 
重大な事故の発生 

安全・安心な学校生活の提供 

幸い、児童生徒にとって、重大な事故にはならなかった。 
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市町村教育委員会 

県教育委員会事務局 

市町村立学校 
県立学校 

【学校設置者への報告】 

□ 対応実施状況（調査回答等） 

□ すべての事故及びヒヤリハット事例（随時） 

□ マニュアルの問題点などの報告 

【市町村立学校への指導・支援に関すること】 

□ 対応実施状況の調査 

□ すべての事故及びヒヤリハット事例のまとめ、 

およびフィードバック（再発防止策等への指導支援） 

□ マニュアル作成と問題点の検討 

【県教育委員会への報告】 

□ すべての事故及びヒヤリハット事例 

□ 対応実施状況 

 

【市町村教育委員会及び県立学校への指導・支援に関すること】 

▶ガイドラインに基づいた基本計画方針の策定と対応の徹底 

▶対応実施状況の調査、把握、フィードバック 

▶事故及びヒヤリハット事例の把握およびフィードバック 

報告 

市町村学校給食調理場 

アレルギー疾患に関する連絡系統図 

教育事務所 

報告 

報告 

報告 フィードバック 

フィードバック 

フィードバック 

フィードバック 
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（１）食物アレルギーの事故報告  

食物アレルギーについて、発症、または発症がなくとも誤食した場合、事故とし

て対応、報告する。 

①報告様式 

「食物アレルギー対応にかかる事故報告書」（様式１）  

②報告時期 

速報として第一報を所管教育委員会に提出した後、その後の状況について、加筆

等を行い、適宜報告する。  

ただし、児童生徒、保護者等への対応を優先すること。  

③報告先 

 

 

 

 

 

 

④報告方法 

メールにより様式（Word または Excel 形式）で提出すること。 

ただし、生命に関する重大な事案の場合、所管教育委員会に電話で一報を入れる

こと。 

 

（２）食物アレルギー以外の事故報告  

学校事故対応に関する指針【改訂版】（文部科学省）に基づき、報告する。  

①報告様式 

「事故報告（基本調査（国への一報含む）」（様式２） 

②報告時期 

第１報は、様式の赤枠内について把握できた範囲で速やかに報告願います。  

第１報は、原則事故発生当日（遅くとも事故発生翌日）。  

第２報は、1 週間程度を目安に行うとともに、状況の変化や必要に応じて追加で

報告。また、事故発生の要因分析や検証等の結果については、詳細調査に移行しな

い場合に、でき次第報告。  

③報告先 

 

 

 

 

 

④報告方法 

メールにより様式（Excel 形式）で提出すること。 

 

所属 報告先 

市町村立学校 所管教育委員会の指示による 

市町村教育委員会 教育事務所 

教育事務所 県教育委員会事務局保健体育課  

県立学校 県教育委員会事務局保健体育課  

所属 報告先 

市町村立学校 所管教育委員会の指示による 

市町村教育委員会 教育事務所担当 

教育事務所 県教育委員会事務局保健体育課  

県立学校 県教育委員会事務局保健体育課  
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（３）アレルギー疾患のヒヤリハット事例の報告  

児童生徒に重大な被害を及ぼすことはなかったが、ヒヤリとしたり、ハッとしたり

する事例を、ヒヤリハット事例として報告する。  

①報告様式 

「アレルギー疾患ヒヤリハット報告書」（様式３） 

②報告時期 

定期的にまとめて提出する。  

ただし、至急の対応（全学校への注意喚起等）が必要な場合、直ちに提出する。  

③報告先 

 

 

 

 

 

④報告方法 

メールにより様式（Word または Excel 形式）で提出すること。 

 

 

 

 

所属 報告先 

市町村立学校 所管教育委員会の指示による 

市町村教育委員会 教育事務所 

教育事務所 県教育委員会事務局保健体育課  

県立学校 県教育委員会事務局保健体育課 
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（１）平常時の役割 

①情報提供について 

岩手県災害時栄養・食生活支援マニュアル（令和４年度版  岩手県保健福祉部）で

は、平常時からの体制整備として、市町村において、「平常時に可能な限り、食事に

配慮が必要な人の情報収集を行い、迅速に支援が行えるよう、該当者の把握が必要で

ある。」とされており、また、必要に応じ、連携する支援団体への情報提供に係る同

意を本人等から得ることが必要とされている。  

このことから、市町村関係部局等からの申し出があった際には、食事に配慮が必要

な児童生徒の情報を、保護者からの同意を得た上で可能な限り提供するよう努める。 

②備蓄食品について 

岩手県地域防災計画（令和６年３月 26 日改版）では、食料・生活必需品等の備蓄

計画において、市町村の役割として「物資の備蓄計画を定めるものとし、計画を定め

る場合にあっては、食物アレルギーを有する者等の多様なニーズに配慮する。」とさ

れている。 

また、「大規模地震の発生に伴う帰宅困難者対策ガイドライン」（令和６年内閣府）

では、学校等は、平時より、防災部局と連携し、帰宅困難者となる可能性を踏まえ、

保護者等との連絡体制を構築しておくこととされている。市町村は、食物アレルギー

等食事に配慮が必要な者を考慮した備蓄食品、及び児童生徒の帰宅困難時を想定した

連絡体制の構築に努める。  

各家庭において３日分程度の食料等の物資の備蓄が推奨されている（岩手県地域防

災計画）ことから、家庭での備蓄食品の確保について、保護者に啓発する。  

 

（２）災害時の対応 

避難所、ライフラインがまだ完全に復旧していないような場所、慣れない場所に疎開

している児童生徒への災害時の対応について、アレルギーポータルいわての「災害時

の備えに対しての情報サイト」を参照する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 災害時への備えと対応 

■支援団体情報■ 

「いわてアレルギーの会」 連絡先：mail@iwate-alle.net 

■災害時の備えに対しての情報サイト■ 

アレルギーポータルいわて   https://iwate-allergy.jp/disaster_preparation/  

災害などの非常時に備えて、日頃から必要なものを準備して、体制を整えておくこと

が重要である。 

https://iwate-allergy.jp/disaster_preparation/
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緊急時対応編 
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１ 緊急時の対応 

アレルギー疾患の緊急時に適切な対応をするためには、日頃からの準備と緊急時に適

切に行動できるようにするための訓練が必要である。日頃からの準備は、アレルギー対

応委員会の中で行う。緊急時に適切な行動ができるようにするため、緊急時対応マニュ

アルの整備をすること、緊急時にしなければいけないことを予め整理し、役割分担がで

きるように全教職員が理解すること、行動ができるように定期的に訓練することが必要

である。 

 

（１）緊急時対応マニュアルについて 

・アレルギー対応委員会において、以下を参考に学校の実状に応じた緊急時対応マニ

ュアルを整備する。 

１-１ 学校内での役割分担       

１-２ 緊急時対応のながれ       

１-３ ぜん息の緊急時対応       

 

（２）関係機関との連携  

・主治医、学校医、近隣の医療機関、教育委員会、消防機関等と連携した緊急時対応

マニュアルを整備し、保護者の同意のもと関係機関に周知のうえ協力を依頼するな

ど、体制を整備する（参考様式６）。 

 

（３）教職員全員の共通理解  

・緊急時対応体制は、職員会議等で教職員全員の共通理解を図る。  

・緊急時対応マニュアルに基づき、シミュレーションを取り入れた職員研修等を実施

する。緊急時対応マニュアルが実状に即したものかを検証し改善する。  

・緊急時の教職員間等の連絡体制及び手段（携帯電話等）について確認しておく。  
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１－１ 学校内での役割分担 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

１－２ 緊急時対応のながれ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 

※緊急時個別対応経過記録表（参考様式１０）：記録表には、児童生徒の症状や状態とどのよう

な応急処置をしたか等を、時間の記録と合わせて記載する。  

また、救急車を要請した場合は、記録表の内容等を救急隊に伝えるとともに、搬送先の医療機関

へ情報提供する。  
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１－３ ぜん息の緊急時対応 

 

 

 

 

■ぜん息発作の程度の見分け方と緊急時対応（例） 

 小発作 中発作 大発作 呼吸不全 

呼
吸
の
し
か
た
等 

ぜん鳴 

軽度 

児童生徒の近くで

聞こえる程度 

明らか 

50 ㎝くらい離れ

ていて聞こえる程

度 

著明 

遠くても聞こえる 

弱い 

呼吸不全を来した

場合、ぜん鳴は弱

くなるので要注意 

陥没呼吸 なし 明らか 著明 著明 

起座呼吸 横になれる 座位を好む 
前かがみになる 

場合がある 
あり 

チアノーゼ なし なし あり 

顕著 
＜その他＞ 
・尿便失禁 
・興奮（あばれ
る） 
・意識低下など 

日
常
生
活
の
様
子 

遊び・運動 ふつう 少ししかできない できない  

給食・食事 ふつう 少し食べにくい 食べられない  

会話 ふつう 
話しかけると 

返事はする 

話しかけても 

返事ができない 

 

授業 ふつう 集中できない 参加できない  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ぜ ん 鳴：発作に伴って生じるゼーゼー・ヒューヒューという呼吸音  

★陥没呼吸：息を吸うときにのどや胸部の下（腹部）が引っ込む呼吸や状態  

★起座呼吸：息苦しくて横になることができない呼吸や状態  

★チアノーゼ：体内の酸素が不足した状態。くちびるやツメが青くなる  

※記録表：参考様式10「緊急時個別対応経過記録表」を参考にあらかじめ記録表を作成しておく 

 

 

ぜん息の発作は、急速に進行し、短時間に重篤な状態に至ることがある。発作の徴

候がみられた場合には、必要に応じて保護者への連絡や医療機関への移送、救急車の

要請など迅速に行うことが大切である。  

 

本人に処方されている 

吸入薬を吸入 

・安静にさせて経過観察 

（急変に注意） 

・記録表※に記録 

・保護者に報告 

・保護者へ連絡 

・保護者の意向や学校医、主治医の指

示により医療機関へ移送または救急

車要請（急性発作性治療薬の吸入、

内服） 

・記録表※に記録 

◎安静→一般的に横になるよりも座っている方が呼吸は楽になる。 

救急車要請 

・保護者へ連絡 

・記録表※に記録 
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２ 緊急時に備えた処方薬の取り扱い 

児童生徒等が食物アレルギーやアナフィラキシーを発症した場合、その症状に応じた適切な対応を

とることが求められる。発症に備えて医薬品が処方されている場合には、その使用を含めた対応を考

えること。 

緊急時に備え処方される医薬品としては、皮膚症状等の軽症症状に対する内服薬とアナフィラキシ

ーに対して用いられる「エピペン○R」がある。アナフィラキシーに対しては、早期のアドレナリンの

投与が有効で、医療機関外では同薬のみが有効といえる。 

 

（１）緊急時に備えた処方薬  

内服薬としては、多くの場合、抗ヒスタミン薬やステロイド薬を処方されている。

しかし、これらの薬は、内服してから効果が現れるまでに 30 分以上かかるため、ア

ナフィラキシーなどの緊急を要する重篤な症状に対して効果を期待することはでき

ない。誤食時に備えて処方されることが多い医薬品だが、軽い皮膚症状などに対して

使用するものと考える。アナフィラキシーやアナフィラキシーショックなどの重篤な

症状には、内服薬よりも「エピペン○R」をすぐに注射する。 

 

（２）医療用医薬品の管理  

学校において児童生徒が使用する医療用医薬品を預かることに関して、法令上の規

制はないが、預かる場合には、校内体制を整える必要がある。  

緊急時に備えた処方薬の管理については、「学校における薬品管理マニュアル-令和

４年度改訂-」など、最新の情報を参照にして対応にあたること。  

 

（３）「エピペン○R」の管理  

児童生徒がアナフィラキシーに陥った時に「エピペン®」を迅速に注射するために

は、児童生徒本人が携帯・管理することが基本である。しかし、それができない状況

にあり対応を必要とする場合は、児童生徒が安心して学校生活を送ることができるよ

う、「エピペン○R」の管理について、学校・教育委員会は、保護者・本人、主治医・学

校医、学校薬剤師等と十分な協議を行っておく。  

 

 

【エピペンの使用方法についての参考資料】  

・ガイドライン第２章疾患各論  

・「学校における薬品管理マニュアル-令和４年度改訂-」第３章医療用医薬品の取扱い  

 

 

 

 

 
出典：学校における薬品管理マニュアル 

https://www.gakkohoken.jp/books/archives/274 

 

https://www.gakkohoken.jp/books/archives/274
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各種様式 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考様式１ 学校において配慮や管理が必要なアレルギー疾患について 

参考様式２ アレルギー疾患に関する調査票 

参考様式３ 「学校生活管理指導表」（アレルギー疾患用）の提出について/保護者用 

参考様式４ 「学校生活管理指導表」（アレルギー疾患用）の記載について/主治医用 

参考様式５ 学校生活管理指導表（アレルギー疾患用） 

参考様式６ 緊急時の連携について/消防機関用  

参考様式７ 取組プラン 

参考様式８ 除去解除 

参考様式９ 面談記録票（アレルギー疾患別） 

参考様式10 緊急時個別対応経過記録表 

様式 １   食物アレルギー事故報告書 

様式 ２   事故報告書（食物アレルギー以外の事故報告様式） 

様式 ３   アレルギー疾患ヒヤリハット報告書 
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参考様式 １ 

令和  年  月  日 

保護者 様 

         学校 

校長 

 

 

学校において配慮や管理が必要なアレルギー疾患について（依頼） 

本校では、アレルギー疾患を有する児童生徒がより安全・安心に学校生活を送ることがで

きるよう、適切に対応に努めているところです。 

つきましては、下記報告書に御記入いただき、学校に御提出くださいますようお願いいた

します。 

なお、報告書提出後に、アレルギー疾患を発症した場合等、学校において配慮や管理が必

要となった場合、速やかに学校に御連絡ください。 

記 

１ 該当する主なアレルギー疾患 

気管支ぜん息     アトピー性皮膚炎   アレルギー性結膜炎 

食物アレルギー    アレルギー性鼻炎   アナフィラキシー  等 

２ 提出期限   

令和   年   月   日（   ）まで 

３ その他 

（１）アレルギー疾患対応における取組のながれは裏面のとおりです。 

（２）アレルギー疾患について配慮や管理を要する場合は、「学校生活管理指導表」（以下、「管理指導表」）

及び「アレルギー疾患に関する調査票」を別途お渡しします。 

   なお、すでに管理指導表を活用している場合は、学校に御提出ください。 

※ 管理指導表は主治医が記入します（文書料を要する場合がありますので申し添えます。）。 

 

 

                     切 取 り 線                       

学校において配慮や管理が必要なアレルギー疾患報告書 

※（  ）に○印を付け、必要に応じて詳しく御記入ください。 

 

１ アレルギー疾患がありますか。 

（   ） ない   

（   ） ある（疾患名：                            ） 

 

２ １で「ある」に○を付けた場合のみ、お答えください。 

（   ） 配慮や管理が必要。（疾患名：                    ） 

                       管理指導表を、（     ）活用している。 

                      （     ）活用していない。 

（   ） 配慮や管理は必要ない。 

令和   年   月   日 

                 年   組（   番） 児童生徒氏名                

                  

                             保護者氏名                 
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（裏面） 

アレルギー疾患対応における取組のながれ 

 

１ 
アレルギー疾患を有し、配慮・管理の必要な児童生徒を把握します。 

※ 今回の依頼文書が把握するための資料の一つです。 

 
 

 

２ 
対象となる児童生徒の保護者へ管理指導表等を配付します。 

※ すでに管理指導表を活用している場合は、学校へ御提出ください。 

 

 

３ 
保護者が主治医に、管理指導表の提出を依頼し、主治医に記入していただきます。 

その後、保護者は管理指導表を学校へ提出してください。 

 

 

 

４ 
校長を責任者とし、関係者で組織するアレルギー対応委員会を校内に設置し、 

管理指導表に基づいて、学校での取組を検討する等、組織的に取り組みます。 

 

 
 

５ 管理職及び関係教職員が保護者と面談をし、学校での取組を検討し決定します。 

 

 
 

６ 保護者の同意のもと、学校での取組について、教職員の共通理解を図ります。 

 

 
 

７ 
取組を実施します。 

※ 各種学校行事等、必要に応じて保護者等と協議・検討をします。 
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参考様式 ２ 

アレルギー疾患に関する調査票 

学校名：                     

※ 次の質問を読み、当てはまるものにチェックをし、必要に応じて具体的に記入してください。 

 
Ⅰ 食物アレルギーについて 

１ 発症・症状について 

（１）最初に症状が出た時期・年齢  （     歳   か月頃） 

    原因食物                症状              

（２）最近、症状が出た時期・年齢  （     歳   か月頃） 

    原因食物                症状                     

２ 現在、除去している食べ物がありますか。 

    □ ない   □ ある（食物名：                      ） 

３ ２で「ある」の場合 

（１）除去の判断時期・年齢     （     歳   か月頃） 

（２）判断した者 

    □ 医師（医療機関名・科                   ） 

    □ 保護者 

    □ その他（                         ） 

４ 過去に除去をしていたが、現在は食べられるようになった食べ物がありますか。 

    □ ない   □ ある（食物名：                      ） 

５ 食物アレルギーの具体的な症状について、今までに現れたすべての症状を教えてください。 

    □ 顔や目の周りの赤み、腫れ  □ 舌や唇の腫れ    □ じんましん 

    □ 口やのどのかゆみ      □ 声がかすれる 

□ せき            □ 呼吸困難・ぜん息        

    □ 腹痛            □ 下痢        □ おう吐 

    □ アナフィラキシーショック 

    □ その他（                             ） 

６ 原因食物摂取後の症状を教えてください。 

原因食物 症  状 

 □ 不明  □ ある（症状：              ） 

 □ 不明  □ ある（症状：              ） 

 □ 不明  □ ある（症状：              ） 

７ 運動後に症状が出たことがありますか。 

    □ ない □ ある（ □ 食事との関連あり   □ 食事との関連なし □ 不明 ） 

             発症時の状況：                       

    具体的な症状：                       

 

記 入 年 月 日 令和    年    月    日 

学年・組・番号    年   組（   番） 性別 生 年 月 日 

ふ り が な  

 
平成・令和 年  月  日 
 児童生徒氏名  

記 入 者 （続柄       ） 
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※ 運動後に症状が出た時の対応について   

    □ 受診していない。 

    □ 受診した。（診断名                           ） 

 ８ 緊急時に備えた処方薬について 

（１）内服薬の処方を受けていますか。 

    □ いいえ 

    □ はい （下表に記入） 

（２）（１）で「はい」と答えた場合、下表に記入してください。 

（３）エピペンⓇ（アドレナリン自己注射薬）について、処方を受けていますか。 

    □ いいえ 

    □ はい  

（４）（３）で「はい」と答えた場合 

   ① 今までにエピペンⓇを使用した回数   （    回） 

   ② 最後にエピペンⓇを使用したときの状況 

     最終使用年月日  平成・令和   年   月   日 

     状況                                   

     場所     □ 自宅  □ 学校（    ） □ その他（     ） 

     投与した人                                   

 

Ⅱ 食物アレルギー以外のアレルギー疾患について 

１ 罹っているアレルギー疾患はいつ発症しましたか。 

□ 気管支ぜん息       （   歳   か月発症） 

□ アトピー性皮膚炎  （   歳   か月発症） 

□ アレルギー性結膜炎 （   歳   か月発症） 

□ アレルギー性鼻炎  （   歳   か月発症） 

□ その他（                ）（   歳  か月発症） 

２ 現在除去している（避けている）アレルゲンはありますか。 

    □ ない   □ ある（                       ） 

３ ２で「ある」の場合 

（１）除去の開始時期      （    歳   か月頃） 

（２）判断した者 

    □ 医師（医療機関・診療科名：                        ）   

    □ 保護者 

□ その他 

４ 具体的な症状について、今までに現れたすべての症状を教えてください。 

（１）気管支ぜん息 

    □ せき    □ ぜん鳴（ゼーゼーいう）  □ せき込みおう吐   □ 呼吸困難  

     □ チアノーゼ（唇や爪が青白い） □ 意識低下     □ 入院（が必要な発作） 

  

 

処方薬名 用途（どのような時に服用するのか） 学校への携帯 

  □ あり   □ なし 

  □ あり   □ なし 

  □ あり   □ なし 
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（２）アトピー性皮膚炎 

    □ 皮膚の乾燥のみ           □ 湿疹       □ とびひの合併  

    □ 運動後・汗をかいた後の湿疹の悪化         □ 入院（が必要な湿疹） 

（３）アレルギー性鼻炎 

    □ くしゃみ     □ 鼻水      □ 鼻づまり     □ 呼吸困難 

（４）アレルギー性結膜炎 

    □ 目の痒み     □ 目の痛み  □ まぶたの腫れ  □ 春季カタル 

（５）その他 

    □ （                       ） 

５ 運動後に症状が出たことがありますか。 

     □ なし          □ ある（発症時の状況と症状：            ）  

※ 症状が出た時の対応について 

□ 受診していない 

➢□ 安静のみ  □ 気管支拡張薬の吸入  □ 内服薬 

□ 受診した（診断名：       ） 

➢□ 安静のみ   □ 気管支拡張薬の吸入   □ 内服薬    

□ 点滴     □ 入院 

６ 緊急時に備えた処方薬について 

（１）薬について、処方を受けていますか。 

    □ いいえ 

    □ はい （下表に記入） 

（２）（１）で「はい」と答えた場合、下表に記入してください。 

（３） エピペンⓇ（アドレナリン自己注射薬）について、処方を受けていますか。 

    □ いいえ 

    □ はい  

（４）（３）で「はい」と答えた場合 

  ① 何に対するアレルギー（食物以外）ですか。（               ） 

   ① 今までにエピペンⓇを使用した回数   （    回） 

   ② 最後にエピペンⓇを使用した時の状況 

     最終使用年月日  平成・令和   年   月   日 

     状況                                   

     場所     □ 自宅  □ 学校（    ） □ その他（     ） 

     投与した人                                   

Ⅲ その他 
 お子様のアレルギー疾患について、心配なことがありましたら御記入ください。 

処方薬名 用途（どのような時に使用するのか） 学校への携帯 

  □ あり   □ なし 

  □ あり   □ なし 

  □ あり   □ なし 

運動、給食、宿泊を伴う学校行事等 
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参考様式 ３ 

 

 令和  年  月  日  

保護者 様 

            学校 

校長 

 

 

「学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）」の提出について（依頼） 

本校では、アレルギー疾患の児童生徒の学校生活をより安心で安全なものとするた

め、アレルギー疾患について詳しい情報を把握し、適切に対応するよう努めているとこ

ろです。 

つきましては、「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン」（令和元年

度改訂 公益財団法人日本学校保健会）に基づき、別紙「学校生活管理指導表（アレル

ギー疾患用）」（以下、「管理指導表」）を主治医に記入していただき、学校にご提出

くださいますようお願いします。管理指導表を提出していただいた後に、面談において

管理指導表に基づいた学校における具体的対応等を決定してまいりますのでよろしくお

願いいたします。 

なお、管理指導表の記入につきましては、文書料が必要な場合があることを申し添え

ます。 
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参考様式 ４ 

 

 

令和  年  月  日  

主治医 様 

学校  

校長 

 

 

「学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）」の記載について（依頼） 

本校では、アレルギー疾患の児童生徒の学校生活を安全で安心なものとするため、アレ

ルギー疾患について詳しい情報を把握し、適切に対応するよう努めているところです。 

つきましては、主治医の先生方の診断に基づき、学校での具体的な取組やより適切な健

康管理、対応方法を検討したいと考えておりますので、別紙「学校生活管理指導表（アレ

ルギー疾患用）」（以下、「管理指導表」とします。）を御記入くださいますようお願い

いたします。 

また、御記入いただきました管理指導表は、保護者又は本人にお渡しください。 

なお、「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン」（令和元年度改訂 公

益財団法人学校保健会）に基づき、管理指導表は、症状等に変化がない場合であっても、

配慮や管理が必要な間は、少なくとも毎年提出していただくこととなっております。 

御多用のところ誠に恐縮ではございますが、どうぞよろしくお願いいたします。 
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参考様式 ５ 
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出典：岩手県アレルギー総合情報サイトアレルギーポータルいわて 

 



- 49 - 

参考様式 ６  

 

令和  年  月  日 

○○消防署長（本部） 様 

 

学校名・校長名 

又は市町村・教育委員会名 

 

 

緊急時の連携について（依頼） 

 

このことについて、アレルギー疾患を有する下記の児童生徒について、取組プランを

添付しますので、緊急時の対応にご配慮いただきますようお願いいたします。 

記 

番号 児童生徒氏名 学年・組 性別 生年月日 備考 

1  年 組  年 月 日  

2  年 組  年 月 日  

3  年 組  年 月 日  

4  年 組  年 月 日  

5  年 組  年 月 日  

6  年 組  年 月 日  

7  年 組  年 月 日  

8  年 組  年 月 日  

9  年 組  年 月 日  

10  年 組  年 月 日  

※欄が不足する場合は、適宜追加すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 対象児童生徒の取組プランを添付すること。 
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参考様式 ７ 

※「取組プラン」の具体的取組内容（個々の児童生徒等で異なる内容）の作成例 

取組プラン 

記入年月日  令和  年  月  日 

対象児童生徒 

  年   組    番 【性別】   男  ・  女 

(ふりがな) 【生年月日】 

平成・令和   年   月   日 氏  名 

緊急連絡先 

（保護者等） 

 名前 
本人との 
関係 

電話番号 連絡先が勤務等の場合の呼び出し先 

１     

２     

３     

緊急連絡 
医療機関 

 

※学校生活管理
指導表の「緊急
時連絡先を記

入」 

【医療機関名】 

【医 師 名】 

【住   所】 

【電 話 番 号】 

主治医 

【医療機関名】 

【医 師 名】 

【住   所】 

【電 話 番 号】 

 

 食物アレルギー 食物アレルギー以外 

診断名 

 
 

 

□ 即時型 
□ 口腔アレルギー症候群 
□ 食物依存性運動誘発アナフィラキシー 

アレルゲン 
  

アナフィラキシー あり    なし あり    なし 

発症時の症状   

 

緊急時処方薬 

□ 「エピペン○R 」(アドレナリン自己注射) 

□ 内服薬（薬品名：         ） 

□ 吸入薬（薬品名：         ） 

□ その他（薬品名：         ） 

□ 「エピペン○R 」(アドレナリン自己注射) 

□ 内服薬（薬品名：         ） 

□ 吸入薬（薬品名：         ） 

□ その他（薬品名：         ） 

【使用時の注意点】 
 
 

【使用時の注意点】 
 
 

【保管場所】 【保管場所】 
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 食物アレルギー 食物アレルギー以外 

学校生活におけ

る留意点 

【給食】 【動物との接触を伴う活動】 

【ダニ・ホコリの舞う環境での活動】 

【花粉の舞う環境での活動】 

【食物・食材を扱う授業・活動】 
 
 
 
 

【長時間の屋外活動】 

【運動（体育・部活動等）】 
 
 

【運動（体育・部活動等）】 【プール】 

【プール】 【給食】 

【宿泊を伴う校外活動】 【食物・食材を扱う授業・活動】 

【宿泊を伴う行事】 

【その他】 【その他】 

 

 

学校における日常の取組および緊急時（災害時を含む）の対応に活用するため、 

記載された内容を教職員・消防機関、市町村等と共有することに同意します。 

 

      令和  年  月  日   保護者名               
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参考様式 ８ 

 

令和   年    月   日 

 

除去解除届書 
（この様式は保護者がご記入ください） 

 

 

保護者氏名                   

 

（学校名）                  

 

（年組）                   

 

（児童生徒氏名）               

 

 

本児童生徒は学校生活管理指導表により除去していた 

食物名：                       に関して、医師の指導のもと、十分な回数摂取し、

安全性が確認できたので、学校給食における除去の解除をお願いします。 

なお、引き続き観察をよろしくお願いします。 
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参考様式 ９－１ 

面 談 記 録 票（食物アレルギー・アナフィラキシー） 

   学校名：                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校生活管理指導表「学校生活上の留意点」について 

項 目 面談時の聞き取り内容 対 応 

Ａ 給食 

  

Ｂ 

食物・食材

を扱う授

業・活動 

  

Ｃ 

運動（体

育・部活動

等） 

  

Ｄ 
宿泊を伴う

校外活動 

  

Ｅ 

その他の配

慮・管理事

項 

  

記 入 年 月 日 令和    年    月    日 （記入者：               ） 

学年・組・番号    年   組（   番） 性別 生 年 月 日 

ふ り が な  

 
平成・令和   年   月   日 

 児 童 生 徒 氏 名  

面 談 者 
（続柄       ） 

（続柄       ） 



- 54 - 

参考様式 ９－２ 

面 談 記 録 票（気管支ぜん息） 

     学校名：                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校生活管理指導表「学校生活上の留意点」について 

項 目 面談時の聞き取り内容 対 応 

Ａ 
運動（体育・

部活動等） 

  

Ｂ 

動物との接

触やホコリ

等の舞う環

境での活動 

  

Ｃ 
宿泊を伴う 

校外活動 

  

Ｄ 

その他の配

慮・管理事

項 

  

 

 

 

 

記 入 年 月 日 令和    年    月    日 （記入者：             ） 

学年・組・番号   年   組（   番） 性別 生 年 月 日  

ふ り が な  

 
平成・令和   年   月   日 

 児 童 生 徒 氏 名  

面 談 者 
（続柄       ） 

（続柄       ） 
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参考様式 ９－３ 

面 談 記 録 票（アトピー性皮膚炎） 

学校名：                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校生活管理指導表「学校生活上の留意点」について 

項 目 面談時の聞き取り内容 対 応 

Ａ 

プール指導

及び長時間

の紫外線下

での活動 

  

Ｂ 
動物との接

触 

  

Ｃ 発汗後 

  

Ｄ 

その他の配

慮・管理事

項 

  

 

 

記 入 年 月 日 令和    年    月    日 （記入者：               ） 

学年・組・番号    年   組（   番） 性別 生 年 月 日 

ふ り が な  

 
平成・令和  年   月   日 

 児 童 生 徒 氏 名  

面 談 者 
（続柄       ） 

（続柄       ） 
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参考様式 ９－４ 

面 談 記 録 票（アレルギー性結膜炎） 

   学校名：                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校生活管理指導表「学校生活上の留意点」について 

項 目 面談時の聞き取り内容 対 応 

Ａ プール指導 

  

Ｂ 屋外活動 

  

Ｃ 

その他の配

慮・管理事

項 

  

 

  

記 入 年 月 日 令和    年    月    日 （記入者：             ） 

学年・組・番号    年   組（   番）  生 年 月 日  

ふ り が な  

 
平成・令和   年   月   日 

 児 童 生 徒 氏 名  

面 談 者 
（続柄       ） 

（続柄       ） 



- 57 - 

参考様式 ９－５ 

面 談 記 録 票（アレルギー性鼻炎） 

学校名：                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校生活管理指導表「学校生活上の留意点」について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記 入 年 月 日 令和    年    月    日 （記入者：             ） 

学年・組・番号    年   組（   番） 性別 生 年 月 日 

ふ り が な  

 
平成・令和   年   月   日 

 児 童 生 徒 氏 名  

面 談 者 
（続柄       ） 

（続柄       ） 

項 目 面談時の聞き取り内容 対 応 

Ａ 屋外活動 

  

Ｂ 

その他の配

慮・管理事

項 
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参考様式 10  

緊急時個別対応経過記録表    

          学校名：                     

        年  組 （    番）  児童生徒氏名                             （性別    ） 

 （記録者              ） 

対応日時 令和    年    月    日 時    分 

発症時刻      時     分 

摂取・接触時刻       時     分 

アレルゲン □ 食物（     ）  □ それ以外（      ）   □ 不明 

摂取 

量 □ 全量   □半量   □ひとくち  □その他（           ） 

状況 □ 給食   □授業中（教科名       ） □その他（          ） 

場所 □ 教室   □ランチルーム  □調理実習室   □その他（        ） 

初期対応 
□うがい □手洗い □触れた部位を洗い流す  

□口の中の物を取り除く 

対応時刻 対応・観察者 備考 

：   

内服薬・吸入薬  なし ・ あり（薬品名     ） ：   

エピペンⓇ  なし ・ あり ：   

症  状 

全 

身 

□ ぐったり ：   

□ 意識もうろう ：   

□ 尿や便をもらす ：   

□ 脈がふれにくい ：   

□ 唇や爪が青白い ：   

呼
吸
器 

□ のどや胸が締め付けられる ：   

□ 声がかすれる ：   

□ 犬がほえるようなせき ：   

□ 息がしにくい ：   

□ 持続する強いせき込み ：   

□ ゼーゼーする呼吸 

（ぜん息発作と区別できない場合を含む） 
：   

消
化
器 

□ 我慢できない腹痛 ：   

□ 繰り返し吐き続ける ：   

他  
：   

経過（時刻） 症状・対応等 
血圧 

(mmHg) 
脈拍 

(回/分) 
呼吸 

(回/分) 

体温 
（℃） 

備考 

： 校長（管理職）へ連絡 ／     

： 保護者へ連絡 ／     

： 救急車の要請 ／     

：  ／     

：  ／     

：  ／     

：  ／     

：  ／     
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様式 １ 
 
 
（提出先）□ 市町村立学校 → 市町村教育委員会 → 管轄教育事務所 → 県教育委員会事務局保健体育課 

                 

□ 県立学校  

 

食物アレルギー事故報告書 
 

報告年月日   令和   年   月   日 

学校・所属長
名 等 

     立     学校   校長 

電話番号  

児 童 生 徒 

学年氏名等 
  年  組  氏名 

性別 

 

発生日時等 
 令和    月    日（   曜日）     時   分頃 

発生場所（         ） ・時間帯（             ） 

事

故

の

概

要 

発生状況 
（該当するも

のに○を記

入） 

 給食時間のアレルギー対応を原因とした事故 

 給食時間以外の学校生活におけるアレルギー事故（           ） 

 校外活動におけるアレルギー事故 

 その他（                        ） 

原因 

アレルゲン（                        ） 

献 立 名（                        ） 

事故の詳細 （経緯、発症した症状、措置（病院搬送、受診の有無、家庭連絡等時系列で記載）） 

 

 

再発防止策 

 

 

 

 
 
 

 

第一報は原則として、受診後に作成、報告する。 
ただし、生命に関わる重大な事案の場合は、教育委員会に電話で一報を入れること。 
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様式 ２    
 
事故報告書（食物アレルギー以外） 

※学校事故対応に関する指針【改訂版】（文部科学省）による様式 
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（裏面） 
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様式 ３  
 

アレルギー疾患ヒヤリハット報告書 

 

報告年月日   令和    年   月   日 

学校・所属長
名等 

     立      学校  校長（所長） 

電話番号  

発 生 日 時 
令和  年    月    日（   曜日）   時   分頃 

時間帯（         ） 

該 当 者 
※ 氏名の記入 
 は不要 

学 年 性 別 年 齢 

           年          歳 

ヒ ヤ リ 
ハ ッ ト 
項  目 
※ 該当個所に    
 ○ 印 を 記 入 

（複数可） 

 校内体制の課題  授業  消防機関との連携 

 新規発症  学校行事  保護者との連携 

 給食での対応  医療機関との連携  その他 

診 断 名  

概要 
発 生 時
の 状 況 

 

 

 

考 え ら れ る 
原 因 

 
 
 
 
 

再 発 防 止 に 
向 け た 
対策・改善点 

 
 
 
 
 

そ の 他 
 
 
 

※ 事例発生後は、関係教職員への周知を徹底し、密に連携を図ること。 
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様式 ３ 

 
 

アレルギー疾患ヒヤリハット報告書 

 

報告年月日   令和 ○ 年 ４月 ○ 日 

学校・所属長名
等 

   ○○市立 ○○小学校  校長  岩手 太郎 

電話番号  

発 生 日 時 
  令和 ○年 ４月  ○日（   曜日）  １２時  ４０分頃 

時間帯（ 給食時間 ）※時間帯も入れる。 

該 当 者 
※ 氏名の記入 
 は不要 

学 年 性 別 年 齢 

２年 男 ７歳 

ヒ ヤ リ 
ハ ッ ト 
項  目 
※ 該当個所に    
 ○ 印 を 記 入 

（複数可） 

 校内体制の課題  授業  消防機関との連携 

 新規発症  学校行事  保護者との連携 

○ 給食での対応  医療機関との連携  その他 

診 断 名  

概要 
発 生 時
の 状 況 

 

・１２時４０分を過ぎても食物アレルギーを有する当該児童の対応食を職員室に取りに来な

かったため、養護教諭が教室に確認したところ、普通食が配膳されていた。 

・対応食のラベル表示が、昨年度の学年となっていたことに気づかなかった。 

・喫食前だったので、誤食は未然に防ぐことができた。 

 

考 え ら れ る 
原 因 

・学年が変わっていたが、給食センターにおいて、対応食のラベル表記が昨年度のままだっ
た。 
・学校での受け取り時に、ラベル表記の間違いに気づかなかった。 
 
 

再 発 防 止 に 
向 け た 
対策・改善点 

・新年度の給食開始前に、給食センターとの確認を行う。 
・給食センターと対応食のラベルの表示について確認を徹底する。 
・アレルギー対応食の対象者等、全教職員で把握するよう研修を行う。 
・職員室で給食のアレルギー対応が確認できるよう表示を行う。 
・事前に担任に対応食の有無について共通理解の徹底を図る。 
 
 

そ の 他 
 
 

 

 

 
 
 

記入例 
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文部科学省関連通知 
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＜引用 参考文献＞ 

・「学校給食における食物アレルギー対応指針」                       文部科学省 

・「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン」≪令和元年度≫     （公財）日本学校保健会 

・「学校における薬品管理マニュアル―令和４年度改訂[追補版]―」        （公財）日本学校保健会 

・「教職員のための子供の健康相談及び健康指導の手引き―令和３年度改訂―」   （公財）日本学校保健会 

・「児童生徒等の健康診断マニュアル―平成27年度改訂―」            （公財）日本学校保健会 

・「食に関する指導の手引き―第二次改訂版―」                       文部科学省 

・「令和６年度食物アレルギーに関する食品表示に関する報告書」                消費者庁 

・「学校におけるアレルギー疾患対応マニュアル」                   山口県教育委員会 
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【指針作成協力者〕※職名は平成27年３月現在 

 委員長 岩手県教育委員会事務局スポーツ健康課    学校保健技師          山 口 淑 子 

 委 員 一般社団法人岩手県医師会          女性医部会幹事         佐々木 美 香 

     一般社団法人岩手県歯科医師会        常務理事            三 善   潤 

     一般社団法人岩手県薬剤師会         岩手県学校薬剤師会幹事     大 坪 尚 子 

     岩手県小学校長会              副会長             小笠原 洋 子 

     一般社団法事岩手県ＰＴＡ連合会       副会長             阿 部 睦 春 

     岩手県学校保健会養護教諭部会        事務局員            竹 内 幸 江 

     岩手県学校栄養士協議会           会長              大 石 祥 子 

     岩手県保健福祉部健康国保課         主査              佐 藤 雅 子 

     岩手県保健福祉部子ども子育て支援課     主事              村 上 彰 啓 

     岩手県総務部法務学事課           主任主査            佐々木 良 生 

     岩手県総務部総合防災室           主任主査            坂 本 伸 一 

     岩手県教育委員会事務局学校教育室      指導主事            三 浦 秀 行 

 事務局 岩手県教育委員会事務局スポーツ健康課    主任指導主事兼主任保健体育主事 入 駒 一 美 

     岩手県教育委員会事務局スポーツ健康課    指導主事兼保健体育主事     村 山 枝 利 

 

 

【指針改定協力者〕※職名は平成30年２月現在 

     岩手県教育委員会事務局保健体育課      学校保健技師          金 濱 誠 己 

（一般社団法人岩手県医師会常任理事） 

一般社団法人岩手県医師会          女性医部会幹事         佐々木 美 香 

     一般社団法人岩手県歯科医師会        学術医療管理委員会常任理事   南 幅 眞 治 

     一般社団法人岩手県薬剤師会         学校薬剤師部会         大 坪 尚 子 

     岩手県小学校長会              副会長             加 藤 孔 子 

     一般社団法人岩手県ＰＴＡ連合会       副会長             田 口 昭 隆 

     岩手県学校保健会養護教諭部会        会長              菊 地 玲 子 

     岩手県学校栄養士協議会           会長              大 石 祥 子 

     岩手県保健福祉部健康国保課         健康予防担当課長        菊 地 幸 男 

     岩手県保健福祉部子ども子育て支援課     主事              中 村 久 徳 

     岩手県総務部法務学事課           主任主査            髙 橋 耕 哉 

     岩手県総務部総合防災室           主事              内 記 恵 和 

 

岩手県教育委員会事務局では、次の者が改訂・編集に当たった。 

岩手県教育委員会事務局保健体育課      指導主事            高 橋 雅 恵 

岩手県教育委員会事務局保健体育課      指導主事            村 山 枝 利 
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〔指針改訂協力者〕※職名は令和７年３月現在 

座  長 岩手県教育委員会事務局保健体育課       総括課長        中 村 和 平 

構成員 一般社団法人岩手県医師会    常任理事        金 濱 誠 己 

一般社団法人岩手県歯科医師会   理事         金 村 清 孝 

一般社団法人岩手県薬剤師会   常務理事        高 林 江 美 

独立行政法人国立病院機構盛岡医療センター  総括診療部長         佐々木 美 香 

岩手県小学校長会      常任理事         村 田 浩 隆 

一般社団法人岩手県ＰＴＡ連合会   会長         山 下 泰 幸  

岩手県学校保健会養護教諭部会   会長         加 藤 奈穂子 

岩手県学校栄養士協議会    会長      小野寺 真由美 

保健福祉部健康国保課    特命課長     小 野 償 子 

保健福祉部子ども子育て支援室   主任主査     目 時 麻 由 

ふるさと振興部学事振興課    主査      山 崎 仁 嗣 

復興防災部防災課     主任      藤 野 潤 一 

教育委員会事務局学校教育室   主任指導主事     竹 田 友一郎 

オブザーバー 

岩手医科大学医学部小児科学講座         教授               赤 坂 真奈美 

（いわてチルドレンズヘルスケア連絡会議会長）   

独立行政法人国立病院機構盛岡医療センター  管理栄養士     村 里 智 子 

いわてアレルギーの会    代表      山 内 美 枝 
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